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報告第 ２ 号 

 

     議会の委任による専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

                   境港市長  伊 達 憲 太 郎 
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              専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和４年

３月２４日に議決を経た境港市民交流センター（仮称）新築工事（建築）に係る「工

事請負契約の変更について」（令和４年議案第２９号）の一部を変更することについ

て次のとおり専決処分する。 

 

 

     令和 ４ 年 ４ 月 ８ 日 専決 

 

                   境港市長 伊 達 憲 太 郎 

 

 

                  記 

 

 

 契約金額「２，９８３，３８２，６００円」を「２，９８２，３５４，１００円」

に変更する。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（参  考） 

 

工事請負契約の変更理由 

 

 工事請負契約金額１，０２８，５００円の減額は、下記の理由による。 

 

記 

 

・ＰＣＲ検査の検査費変更（減額） 

・交通誘導員の人件費変更（減額） 

・発電機室ピット蓋の追加（増額） 

・市民図書館排水管遮音シート敷設（増額） 等 
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（参   考） 
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（参  考） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

 （議会の委任による専決処分） 

第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特

に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることが

できる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

             専決処分事項の指定について（抜粋） 

 

昭和45年12月22日議決 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、市長において専

決することができる事項は、次のとおりとする。 

１     （省  略） 

２ 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について工事又は製造の一部

の設計変更で契約金額の増額又は減額が当該請負金額の10分の１を超えず、かつ、

1,000万円以下である変更契約を締結すること。 

      （以下省略） 
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報告第 ３ 号 

 

     議会の委任による専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

 

     令和 ４ 年 ５ 月３０日 提出 

 

                   境港市長  伊 達 憲 太 郎 
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              専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、令和４年

３月２４日に議決を経た境港市民交流センター（仮称）新築工事（電気）に係る「工

事請負契約の変更について」（令和４年議案第３１号）の一部を変更することについ

て次のとおり専決処分する。 

 

 

     令和 ４ 年 ４ 月 ８ 日 専決 

 

                   境港市長 伊 達 憲 太 郎 

 

 

                  記 

 

 

 契約金額「５８１，９２７，５００円」を「５８２，８９７，７００円」に変更す

る。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（参  考） 

工事請負契約の変更理由 

 

 工事請負契約金額９７０，２００円の増額は、下記の理由による。 

 

                  記 

 

・空調設備の状態監視用計測装置に電源供給設備を追加（増額） 

・スポット照明用ダクト追加及び電力量計測装置追加（増額） 
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（参   考） 

 

 


